
岡山県病院薬剤師会 令和 6 年度事業計画 

 

 【基本方針】 

 本会は、病院、診療所、介護保険施設に籍を有する薬剤師の倫理及び学術水準を高め、質の高い薬

物療法の確保を図ることにより、国民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とし、その実現の

ため毎年度事業計画を立て実施しています。令和５年度は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

が５類に移行しましたが、COVID-19 が収束しない中,引き続き後発医薬品を含めた医薬品の出荷調整、

出荷停止及び回収等のサプライチェーンの問題が相次いで発生しており、その対応にもご尽力頂いて

いることに関して、会員の皆様に慰労と感謝を申し上げます。今後、薬剤師の業務をさらに推進して

いくためには、免許取得後に薬物療法をとりまく最新の知見を幅広く習得するなど生涯研修による資

質の向上が必要であるという意見が厚生労働省の薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会で提言

されており、これにも対応が求められています。 

また、医療法改正に伴う医療従事者の働き方改革が叫ばれる中、医師の時間外労働上限規制が令和

６年度から導入されることから、薬剤師には医薬品全般に関わる業務効率の向上やタスク・シフト/シ

ェアが求められています。対物中心の薬剤師業務から対人中心の薬剤師業務への転換やデータヘルス

改革による電子カルテ・電子処方箋をはじめとする ICT の利活用を推進するとともに、施設の地域

性・規模・機能に関わらず、薬剤師としての使命を果たすため、正確な調剤はもとより、病棟薬剤業

務のより一層の充実を図り、医薬品の適正使用の推進、積極的な処方提案等様々な業務を進め、今後

さらに拡大する可能性のある業務にも取り組んで行くことが必要です。  

更に、薬剤師の偏在問題は深刻で、地域によっては恒常的に人材の確保が困難な状況にあり、新し

い取り組みばかりでなく基本的な業務の遂行にも支障となっています。第８次医療計画に基づいて薬

剤師確保および偏在の解消に取り組むことが必要と考えます。 

 

以上を基本方針として以下に掲げた重点項目に取組みます。 

 

 

 

 

 

 



【重点項目と実施計画および担当委員会】 

 

（重点項目 1） 病棟薬剤業務の拡充とチーム医療の推進 

 

（実施計画） 

・ 病棟薬剤業務およびチーム医療に関連する研修会等を企画運営する。 

・ 診療報酬改定に関する質問に対応する。 

・ プロトコールに基づく薬学的管理体制の推進を図る。 

 

（重点項目２） 病院薬剤師による医療の質向上と医療安全の推進 

 

（実施計画） 

・ 岡山県下のプレアボイド報告を一元的に管理し、プレアボイド報告の質的向上を図る。 

・ 医薬品安全管理責任者等に対する情報提供体制を構築する。 

・ 病院薬剤師に対するリスクマネジメント教育を実施する。 

 

（重点項目３） 保険薬局薬剤師および県薬剤師会との連携強化 

 

（実施計画） 

・ かかりつけ薬剤師および薬局との継続した薬物治療管理体制推進に向けた取組みを実施する。 

・ おかやま薬学フォーラム開催に対して協力する。 

・ 薬物療法における知識、技能及び臨床能力を備えた薬局薬剤師の育成を支援する 

 

（重点項目４） 病院薬剤師の学術および資質的向上の推進 

 

（実施計画） 

・ 薬学的知見の向上に繋がる質の高い講演会または研修会を企画運営する。 

・ 新規入会薬剤師を対象とした卒後教育研修会を開催する。 

・ WEB を用いた講演会または研修会を推進し強化する。 

・ 地区活動における講演会または研修会を支援する。 

・ 多団体が主催する講演会または研修会への共催および後援を積極的に協力する。 

・ 病院薬剤師の職能拡大に繋がるエビデンス構築に対する学術的支援を行う。 

 

（重点項目５） 専門および認定薬剤師等の取得および維持継続に対する支援 

 

（実施計画） 

・ がん、感染、精神、糖尿病、妊婦授乳婦、HIV 等、資格取得および維持に必要な講演会または

研修会を開催する。 

・ 日病薬病院薬学認定薬剤師制度に対する研修会（5 領域 16 項目）を企画する。 

・ WEB を用いた講演会または研修会を推進し強化する。 

 



 

（重点項目６） 改訂薬学教育モデルコアカリキュラムに対応した薬学生実務実習の実施 

 

（実施計画） 

・ 実務実習指導者の養成を目的とした講習会等を企画運営する。 

・ 実務実習生の受入体制を支援する。 

・ 実務実習内容の質的向上を目的とした取組みを実施する。 

 

（重点項目７） 病院薬剤師会の組織強化 

 

（実施計画） 

・ 病院薬剤師の人員確保に対する取組みを実施する。 

・ 岡山県病院薬剤師会ホームページの充実を図る。 

・ 県民に病院薬剤師の活動が理解されるような広報活動を行う。 

・ 会報誌の作成継続とコンテンツの充実化を図る。 

・ 薬事情報センターとの連携を継続する。 

・ 会員名簿の発行等、会員相互の親睦を推進する。 

・ 各種団体等からの情報を迅速に伝達する。 

・ 中四国ブロックにおける各県病院、薬剤師会との連携強化を図る。 

・ 薬剤部門の現状調査に対する積極的な協力体制を推進する。 

・ 日本病院薬剤師連盟へ積極的に協力する。 

 

（重点項目８） 災害支援体制の整備 

 

（実施計画） 

・ 岡山県および岡山県薬剤師会との連携体制を構築する。 

・ 災害派遣薬剤師の登録体制を整備する。 

・ 災害対策に関連する物品および手順書等を整備する。 

・ 感染症拡大における支援体制を整備する。 

 

（重点項目９） 県民への社会貢献事業の実施 

 

（実施計画） 

・ 薬と健康の週間において「お薬相談会」を開催する。 

・ 薬物乱用防止キャンペーンヘ積極的に参加する。 

 

 


